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 国のこども大綱を勘案し、地域の実情やこども・若者・子育て当事者の意見を取りまとめて策定するもの。
 年齢で区切りを入れない、こどもや若者・子育て世代までを意識した総合的計画

０１ こども計画の概要
ポイント
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■自治体こども計画とは

 心身の発達の過程にある者

・18歳や20歳などの「年齢」で必要なサポートが途切れない

・20代、30代を中心とする若い世代の経済的基盤、社会での活躍、子育ての喜び

 全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会、「こどもまんなか
社会」を実現する。

 国のこども大綱や県のこども計画を勘案してこども施策の方向性や取組を取りまとめ、地域の実情に応じ
て推進すること。

 こどもや子育て当事者等の意見を広く聴取して反映すること。
 地域が抱える課題やその他こども施策を取り巻く状況に応じた目標を設定する。

策定の目的

こどもの定義

内 容

（こども基本法における「こども」）



 こども施策の全体的な方針や取組を分かりやすく示した、佐賀市こども計画（仮称）を新たに策定する。
 こどもたちにも分かりやすい、こども版のこども計画を本体とは別に策定する。

 内 容：佐賀市のこども施策に関する全体的な方針を定め、具体的な取組を市民に分かりやすく示すもの。
 期 間：令和８年度～令和１１年度（４年間）
 その他：本体、概要版（こども版含む。）

■ 計画策定の根拠や目的

 策定根拠 こども基本法第１０条

市町村は、こども大綱と都道府県こども計画を勘案
して「市町村こども計画」を作成することに努める
こととされている。

 目的

全てのこどもや若者が身体的・精神的・社会的に
幸福な生活を送ることができる社会を実現していく
こと。

（⇒こどもまんなか社会の実現）

■ 佐賀市こども計画（仮称）

■ 国・県の動き

 令和５年４月１日 こども家庭庁 設立
こども基本法 施行

 令和５年１２月２２日 こども大綱 閣議決定
 令和６年度 佐賀県 こども計画策定

こども大綱

・少子化社会対策基本法
・子ども・若者育成支援推進法
・子どもの貧困対策の推進に関する法律

に基づく３つのこどもに関する大綱を１つに
束ねたもの。

０１ こども計画の概要 ～佐賀市のこども計画～

ポイント
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 既存の４つの計画と新たな２つの計画を一体のものとする。
 こどもや若者の意見を反映して策定する。

０１ こども計画の概要 ～佐賀市こども計画（仮称）のイメージ～

ポイント
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０２ こどもの意見を聞く取組について

 こどもの貧困解消対策の参考とする「①子どもの生活アンケート」、子ども・若者計画の参考とする「②若
者アンケート」を実施した。

ポイント

 調査対象：①子どもの生活アンケート：市内小学５年生の児童と保護者／市内中学２年生の生徒と保護者
②若者アンケート ：市内在住の１６歳～３９歳

 調査期間：①令和７年２月２５日～３月１９日
②令和７年２月２５日～３月１０日

 調査方法：①児童・生徒は学校でＷＥＢ回答／保護者は学校を通じて配付、ＷＥＢ回答
②案内状を郵送しＷＥＢ回答

 配付・回答状況：

（１）アンケート速報（資料３－１、３－２）

配付数 有効回答数 有効回答率

①

小学５年生の児童 2,023票 1,764票 87.2％

中学２年生の生徒 1,862票 1,467票 78.8％

小学５年生・中学２年生の保護者 3,885票 2,267票 58.4％

② 若者 2,983票 994票 33.3％

今後、保護者票と
こども票のマッチ
ングにより、家庭
の経済状況別分析
を行う
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０２ こどもの意見を聞く取組について

 グループワークの意見を取りまとめた後、参加者のうちの希望者による市長報告会を８月頃に実施予定

ポイント

（２）佐賀市こどもミーティング２０２５
 日 時：６月１５日（日）

午前の部（小学生） １０：００～
午後の部（中高生） １４：１０～ （各２時間程度）

 場 所：市役所４階大会議室

 参加人数：午前・午後それぞれ最大７０名程度
市立小・中学校（小学校３５校、中学校１８校） 各１～２名
市内高校（１３校） 各１～２名

 形 態：グループワーク形式（各テーブルにこども６～８人程度）

 実施方法：ファシリテーター１名による進行、職員１名同席（補助、記録）

 テーマ（案）：こんな居場所があったらいいな！
大人に聞いてもらいたいこと・言いたいこと など
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０２ こどもの意見を聞く取組について

 こども大綱「こども施策を推進するために必要な事項」の「多様な声を施策に反映させる工夫」の１つとし
て、声を届けにくい・聴かれにくいこどもや若者からの意見聴取を実施する。

ポイント

 対 象：様々な状況にあって声を届けにくい・聴かれにくいこどもたち

 方 法：支援団体や支援者を通じたヒアリング／状況に応じＷＥＢアンケート実施

 分 野：「障がいのある」「外国人」「ヤングケアラー」「不登校・ひきこもり」「社会的擁護経験
のある」こどもや若者など

 ヒアリング内容：「困っていること」「思いを伝えたり、相談できているか」「こどもの権利について」
「これから頑張ってみたいこと」など

（３）声を届けにくい・聴かれにくいこどもや若者からの意見聴取（５月中予定）

 計画の策定過程やこどもの権利を紹介するニュースレターを発行（４回）する。

 ニュースレターやこども計画（こども版）への意見を、こどもの感想箱（ＷＥＢ）やこども版パブリック
コメントにより聴取する。

（４）その他
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０３ 計画の構成（案）

第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の背景
２ 計画策定の趣旨
３ 計画の位置づけ
４ 計画の期間
５ 計画の策定体制

第２章 佐賀市のこども・若者、子育てを取り巻く状況

１ 統計データから見る状況（人口その他）
２ アンケート調査結果の概要
３ こども・若者の意見聴取

第３章 計画の基本的な方向性

１ 基本理念
２ 基本目標
３ 施策の体系

 国が策定したこども大綱と同様、「ライフステージごとの支援」、「ライフステージを通した支援」に整理

ポイント
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第４章 施策の展開

Ⅰ ライフステージごとの支援

Ⅱ ライフステージを通した支援

詳細次頁

第５章 計画の推進

１ 計画の推進体制
２ 計画の進捗管理



０３ 計画の構成（案）

Ⅰ ライフステージごとの支援

基本目標１ （誕生前から幼児期まで）

基本目標２ （就学後から１８歳まで）

基本目標３ （１８歳以降）

Ⅱ ライフステージを通した支援

基本目標４ （こどもの権利を守る取組）

基本目標５ （多様な遊びや体験、活躍できる機会）

基本目標６ （課題や困難を抱えるこどもや家庭への支援）

基本目標７ （子育て当事者への支援）

基本目標８ （こども・若者・子育てにやさしいまちづくり）

 こどもに関する個別計画の他、必要な要素を各所に落とし込む。

ポイント

【個別計画】
• 子どもの貧困解消対策行動計画 …新規
• 子ども・若者計画 …新規
• 母子保健計画（佐賀市健康づくり計画

の一部）
• 第四次佐賀市ひとり親家庭等総合支援計画
• 次世代育成支援地域行動計画※

• 第３期子ども・子育て支援事業計画

【要素】
• 少子化対策
• こどもの権利
• こどもの居場所 など

計画に盛り込む内容
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第４章 施策の展開

※次世代育成支援地域行動計画は子ども・子育て支援事業計画
に包含



①子ども・子育て会議

②パブリックコメント

０４ スケジュール

③アンケート
（こども・保護者・若者）

④こどもミーティング
（小学生、中学生、高校生）

⑤声を届けにくい・聴か
れにくいこども･若者か
らの意見聴取

⑥子ども･子育て会議への
大学生の出席

⑦ＷＥＢ上にこどもの
感想箱を設置

⑧こども版パブリック
コメント

→・速報版 ・詳細版

→市長へ報告

→意見公表

News Letter①

▼アンケート

News Letter②

▼こどもミーティング

News Letter③

▼市長報告会

News Letter④

▼こどもパブコメ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

→意見公表

審議

6/15

5/14

 こどもの意見を聴く取組

策

定
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▼素案❶ ❷ ❸ ❹

❶ ❷ ❸ ❹



今回 第２７回子ども・子育て会議開催
［Ｒ７年５月１４日（水）］

 計画の構成（案）について協議

第２８回子ども・子育て会議

［Ｒ７年８月～９月頃］

 こども計画（素案）について協議

第３０回子ども・子育て会議
［Ｒ８年２月］

 パブリックコメントの意見反映
 こども計画（案）の承認

第２９回子ども・子育て会議

［Ｒ７年１１月頃］

 こども計画（素案）の承認

０４ スケジュール
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